
第��号議案

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

第�条 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成��年島根県条

例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条の表第	
号左欄の�中「�から�まで」を「�から�まで」に改め、

同欄中�を�とし、�を�とし、同欄の�中「児童福祉法施行規則（昭和	�年

厚生省令第��号。以下この号において「省令」という。）」を「省令」に改

め、同欄中�を�とし、�の次に次のように加える。

� 児童福祉法施行規則（昭和	�年厚生省令第��号。以下この号において

「省令」という。）第�条の�第項の規定による変更の届出の受理

� 省令第�条の	�第�項の規定による医療受給者証の再交付

第�条の表第	
号右欄中「及び	」を「、	、�及び�」に、「�」を

「�」に、「�」を「�」に、「�」を「�」に改め、同表第��号左欄の
中

「第��条第�項」を「第��条第�項」に、「認可」を「届出の受理」に改め、

同欄中�を削り、�を�とし、から�までを�から�までとする。

第�条 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように

改正する。

第�条の表第	
号左欄の�中「�から�まで」を「�、�から�まで」に、

「�及び�から�まで」を「�及び�から�まで」に改め、同欄中�を�と

し、�から�までを�から�までとし、同欄の�中「�から�まで」を「�か

ら�まで」に改め、同欄中�を�とし、�から�までを�から�までとし、�

の次に次のように加える。

� 法第��条第�項の規定による児童福祉審議会の意見の聴取

� 法第��条第�項の規定による市町村長への協議

� 法第��条第�項の規定による不認可の通知

第�条の表第	
号右欄中「	」を「�」に、「�」を「�」に、「�」を
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「�」に、「�」を「�」に、「�」を「�」に、「�」を「�」に、「	」

を「
」に、「�」を「�」に改め、「出雲市、」の次に「、�、�」を加

え、「�」を「�」に、「�」を「�」に、「�」を「�」に、「�から�ま

で」を「�から�まで及び�から	まで」に改める。

附 則

（施行期日）

� この条例は、平成��年�月�日から施行する。ただし、第�条中第�条の表

第��号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

（知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正）

� 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

（平成��年島根県条例第�	号）の一部を次のように改正する。

附則中第
項を削り、第�項を第
項とする。
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